
 
 
一般廃棄物処理業者の皆様へ 
 
 

川崎市では、事業系廃棄物の適正処理のため、産業廃棄物について知っておく
べきルールを簡単に示した排出事業者向けのチラシ（別添）を作製しています。 

 
当課では、事業系廃棄物のルールについて、排出事業者への立ち入り等により

指導を行っているところですが、排出事業者の中には基本的なルールをご存じ
ない方も多数いて、プラ混入などの不適正排出も後を絶ちません。 

 
つきましては貴社におきまして、顧客の方への周知が可能でしたら、不適正排

出防止のためにもこちらのチラシを活用いただけませんでしょうか。 
必要数をお申し付けいただければ送付いたしますので、御協力よろしくお願

いいたします。 
 

 
 
 

川崎市環境局生活環境部 
廃棄物指導課計画推進係 
044-200-2581 
30haiki@city.kawasaki.jp 
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